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12広報ひこね　平成20年６月 15日

今月の納税　　市県民税（第１期）　　６月30日 までに納めましょう

　

介
護
保
険
制
度
を
利
用
し
て
い
る
低
所
得
者
に

対
し
て
、負
担
額
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

軽
減
制
度
に
は
、
こ
の
ペ
ー
ジ
に
あ
げ
る
３
種
類

が
あ
り
ま
す
。
申
請
す
る
と
、
審
査
の
上
、
該
当

者
に
は
認
定
証
（
確
認
証
）
を
交
付
し
ま
す
。

再
申
請
が
必
要
で
す

　

す
で
に
こ
れ
ら
の
軽
減
制
度
を
利
用
し
て
い
る

人
も
、
お
持
ち
の
認
定
証
（
確
認
証
）
の
有
効
期

間
は
６
月
30
日
㈪
で
終
了
し
ま
す
。
７
月
以
降
も

継
続
を
希
望
す
る
人
は
、
改
め
て
申
請
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
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